
山形県中学校長会 部活動に関する申し合わせ事項 

―― 保護者の皆さんへ ―― 

令和８年４月 

                                 山形県中学校長会 

１ 部活動実施にあたっての申し合わせ事項 
（平成２０年度４月から実施 → ２３年２月一部訂正 → 令和３年４月一部修正） 

 

 

 

   ※ 諸般の事情で、やむを得ず連続した土～日曜日を休止日にできない場合は、直近の授業日を 

部活動休止日とする。 

 

２ 申し合わせに際しての考え方  

  生徒にとって部活動は、中学校生活に占める割合は大きく、また学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵

養等、人格形成や健やかな心身の成長に大きく貢献しており、学校教育の一環としての教育的意義も大き

いものがあります。本県においてもそうした観点から部活動を積極的に推進してきましたし、今後とも、

さらによりよい姿を求めながら推進が図られるべきものと考えております。 

  しかし、勝敗を決する大会等を目標に活動する面も大きく、ややもすれば過度な活動が行われることも

あることから、生徒の生活全体を見渡して、休養日や活動時間を適切に設定するなど生徒のバランスの取

れた生活や成長に配慮することが必要であります。 

そこで、山形県中学校長会は平成１３年度に部活動の健全な推進に向けた「申し合わせ」を行い、適正

な運営が行われるよう努めてまいりました。それ以降、近年の実状を考慮し、その申し合わせが一層有効

に機能するように、再度上記の通り整理し、全県的に確認していくこととしております。 

  保護者の皆様におかれましては、下記の原則をもとに上記の申し合わせ事項として整理し直した趣旨を

十分ご理解いただき、適正な部活動が行われ、生徒が充実した中学校生活を送れますよう、今後ともご支

援・ご協力をよろしくお願いいたします。 

 ― 原則 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 補足事項  

 

 

 

 

４ 保護者の皆様へのお願い 

 

 

 

（１） 毎週日曜日は、部活動休止日とする。 

（２） 日曜日を部活動休止日とできない場合は、直近の土曜日を休止日とする。 

（１） 学校週５日制の趣旨を再確認して行います。 

・ 山形県教育委員会が学校週５日制実施上の原則として打ち出した「部活動は月から金までの間

で行うものとする」を基本として行います。 

・ 多様な体験の機会、家庭教育の機会、地域の活動の機会を尊重できるように行います。 

（２） 学習指導要領の「生徒の人間として調和のとれた育成」「生徒に生きる力をはぐくむこと」と

いう趣旨に沿って行います。 

（３） 生徒の心身面での健康維持・管理に十分配慮して行います。 

（４） 生徒のバランスのとれた健全な生活のリズムが確立されるよう配慮しながら行います。 

（１） 学校間で練習試合を組む場合は、土曜日に設定することを原則とします。 

（２） 上記申し合わせ事項は、各学校の部活動において徹底を図るとともに、各競技団体や社会教

育団体等にも周知を図り、ご協力をお願いしていきます。 

 

 

 

 

◇ 保護者の皆様には、部活動運営上、大変お世話になっております。保護者会が設置されている部に

あっては、なお、保護者会の目的が支援・協力・応援にあることを改めてご確認いただき、保護者

会が単独で部活動としての練習会を主催したり、直接生徒の指導にあたったりすることのないよ

う、ご理解とご協力をお願いいたします。 

◇ 併せて、中学校の部活動が中学生の自主的、自発的活動の一環としての活動であり、「スポーツ少

年団」活動とは目的・性格が異なることもご理解くださるようお願いいたします。 


